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一般財団法人広島市都市整備公社建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本公社発注の建設工事並びに地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサ

ルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務（以下「建設

コンサルタント業務等」という。）の発注見通し及び請負経過を公表するに当たり、その取扱いに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（公表対象） 

第２条 建設工事における公表の対象は、次のとおりとする。 

⑴ １件当たりの予定価格が２５０万円を超える競争入札及び随意契約に係る建設工事の発注見

通し（以下「建設工事発注見通し」という。） 

⑵ 建設工事競争入札参加資格及び広島市建設工事競争入札参加資格者名簿（以下「建設工事資

格者名簿」という。） 

⑶ 指名競争入札に参加する者を指名する基準（以下「建設工事指名基準」という。） 

⑷ 一般競争入札に付する場合の参加資格（以下「一般競争入札の参加資格等」という。） 

⑸ 総合評価落札方式適用工事における適用理由及び落札者決定基準並びに入札に参加した各業

者の入札価格、技術評価点及び評価値（以下「総合評価に関する事項」という。） 

⑹ 次に掲げる価格（以下「公表対象工事の予定価格等」という。） 

 ア １件当たりの設計金額が２５０万円を超える競争入札及び随意契約（特命随意契約を除

く。）に係る予定価格 

 イ 一般財団法人広島市都市整備公社建設工事競争入札取扱要綱（以下「建設工事入札取扱要

綱」という。）第３８条第１項により調査基準価格を設定する競争入札に係る調査基準価格 

 ウ 建設工事入札取扱要綱第３８条の２第１項により最低制限価格を設定する競争入札に係る

最低制限価格 

⑺ １件当たりの設計金額が２５０万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の予報

（以下「入札等の予報」という。） 

⑻ １件当たりの設計金額が２５０万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の経過

及び結果（以下「入札結果等」という。） 

⑼ １件当たりの設計金額が２５０万円を超える建設工事の契約の内容（以下「契約内容」とい

う。） 

⑽ １件当たりの設計金額が２５０万円を超える建設工事の変更契約（金額の変更を伴うもので、

当初の契約内容を公表したものに限る。）の内容（以下「変更契約内容」という。） 

⑾ 契約方式別の件数、契約金額、落札率の平均及び低入札価格調査件数（以下「契約状況」と

いう。） 

２ 建設コンサルタント業務等における公表の対象は、次のとおりとする。 

⑴ １件当たりの予定価格が１００万円を超える競争入札及び随意契約に係る建設コンサルタン

ト業務等の発注見通し（以下「建設コンサルタント業務等発注見通し」という。） 

⑵ 建設コンサルタント業務等競争入札参加資格（以下「業務等競争入札参加資格」という。）及

び広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿（以下「業務等資格者名簿」とい

う。） 

⑶ 指名競争入札に参加する者を指名する基準（以下「業務等指名基準」という。） 

⑷ 一般競争入札に付する場合の参加資格（以下「業務等の一般競争入札の参加資格」という。） 

⑸ 次に掲げる価格（以下「公表対象業務の予定価格等」という。） 

ア １件当たりの予定価格が１００万円を超える競争入札に係る予定価格 
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イ 一般財団法人広島市都市整備公社建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱（以下「建

設コンサルタント入札取扱要綱」という。）第４０条第１項の規定により調査基準価格を設定

する競争入札に係る調査基準価格 

ウ 建設コンサルタント入札取扱要綱第４０条の２第１項の規定により最低制限価格を設定す

る競争入札に係る最低制限価格 

⑹ １件当たりの予定価格が１００万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の予報

（以下「業務入札等の予報」という。） 

⑺ １件当たりの予定価格が１００万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の経過

及び結果（以下「業務入札結果等」という。） 

３ 第１項第６号及び前項第５号の規定により公表する予定価格、調査基準価格、及び最低制限価

格は、いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額とする。 

（公表内容等） 

第３条 公表の内容及び時期は、建設工事にあっては別表第１のとおりとし、建設コンサルタント

業務等にあっては別表第２のとおりとする。 

２ 公表方法は、簿冊及びインターネットへの掲載による閲覧とする。 

（調書表示事項） 

第４条 競争入札及び随意契約に係る見積書徴取後の結果調書には、別表第３により必要な事項を

表示するものとする。 

（公表期間） 

第５条 公表期間は、別表第１及び別表第２の公表時期欄に定める日から、競争入札又は随意契約

に係る見積書徴取の実施の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、当該末日までに

契約の履行が完了していない場合にあっては、当該履行の完了の日の属する年度の末日までとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、建設工事発注見通し及び建設コンサルタント業務等発注見通しの公

表期間の終期は、発注年度の末日とする。 

（閲覧場所及び方法） 

第６条 第３条第２項の簿冊を閲覧する場所は、次のとおりとする。 

⑴ 経営管理部経営管理課 

⑵ 各工事及び業務の発注担当課（建設工事発注見通し及び建設コンサルタント業務等発注見通

しに限る。） 

（委任規定） 

第７条 この要領に定めるもののほか、公表に関し必要な事項については、経営管理部長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

（建設工事請負経過公表要領の廃止） 

２ 建設工事請負経過公表要領（平成８年７月１日制定）は廃止する。 

（経過措置） 

３ この要領の施行前における請負経過の公表の取扱いについては、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行前における発注見通し及び請負経過の公表の取扱いについては、なお従前の例

によ 
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る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行前における発注見通し及び請負経過の公表の取扱いについては、なお従前の例

による。 

   附 則 

この要領は、平成１４年６月１０日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１５年６月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成１５年７月１日から施行する。ただし、別表第１の入札結果等の項の公表内

容の欄中、業者選定理由の改正については、平成１５年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領に基づく公表は、この要領の施行前において入札の手続きに着手していた場合におけ

る当該入札手続については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要領は、平成１５年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１６年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 契約状況の公表は、平成１５年度分についても、平成１６年７月末に公表する。 

附 則 

この要領は、平成１７年４月２８日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成１９年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第１項の規定にかかわらず、建設工事に係る設計金額については、当分の間、

従前の例により公表するものとする。 

附 則 

この要領は、平成１９年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年７月１１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年６月１０日から施行する 

附 則 

この要領は、平成２２年６月１８日から施行する 

附 則 

この要領は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則 
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この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年２月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年９月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

公表対象 公表内容 公表時期 備  考 

建設工事発

注見通し 

①工事名 

②工事場所 

③工期 

④工事概要 

⑤工種 

⑥入札及び契約の方法 

⑦発注予定時期 

（四半期単位） 

毎月（災害復旧工事に関するも

ので、競争入札により速やかに

発注することを要するものはそ

の都度） 

前月に公表した内容に変更があ

る場合は、翌月に変更し、公表

する。 

 

建設工事競

争入札参加

資格及び建

設工事資格

者名簿 

①広島市の建設工事競争入札

参加資格 

②広島市の建設工事資格者名

簿 

資格認定日の翌日  

建設工事指

名基準 

①一般財団法人広島市都市整

備公社建設工事競争入札取

扱要綱 

②一般財団法人広島市都市整

備公社建設工事競争入札取

扱要綱に定める指名基準等

の運用基準 

③一般財団法人広島市都市整

備公社建設工事競争入札取

扱要綱に定める指名基準等

の運用基準に定める総合評

価方式の評価基準 

定めたとき  

一般競争入

札の参加資

格 

①一般競争入札に付す場合の

参加資格 

 

①入札公表日 

 

①については、入札公

表文に記載して公表

し、受付終了後は、簿

冊による閲覧に供す

る。 

総合評価に

関する事項 

①適正理由 

②落札者決定基準 

③入札価格 

④技術評価点 

⑤評価値 

①及び②は入札公表日 

③～⑤は契約締結日の翌日 

 

公表対象工

事の予定価

格等 

予定価格及び調査基準価格又

は最低制限価格 

落札決定後 落札決定を行わなか

った場合は公表しな

い。 

入札等の予

報 

①工事名 

②工事場所 

③開札又は見積徴取の実施予

定日時 

業者への指名の通知若しくは連

絡の日 

ただし、一般競争入札は入札公

表日 
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公表対象 公表内容 公表時期 備  考 

入札結果等 ①工事名 

②工事場所 

③開札又は見積徴取の実施日

時 

④入札参加者名若しくは見積

参加者名又は参加できなか

った業者名及びその理由 

⑤入札金額（税抜）又は見積金   

 額（税抜） 

⑥落札者名 

⑦契約金額（税抜） 

⑧低入札価格調査を行った結

果落札者を決定した場合の

その者を落札者とした理由   

⑨業者選定理由 

⑩積算内訳書 

①～⑥については、落札決定後 

⑦については、契約締結後 

⑧～⑨については、契約締結日

の翌日 

⑩については、開札日（再度の入

札を行った場合は再度の入札の

開札日）の翌日 

ただし、契約の相手方が決定し

なかった場合の①～⑤について

は、開札又は見積り（再度の入

札又は見積りを行った場合にあ

っては、再度の入札の開札又は

見積り）の後とし、⑨について

は、開札日又は見積徴取日（再

度の入札又は見積りを行った場

合にあっては、再度の入札の開

札日又は見積徴取日）の翌日と

する。 

契約の相手方が決定し

なかった場合の⑤は予

定価格を超えた額で入

札又は見積りをした者

の入札金額又は見積金

額に限り公表する。 

入札が無効であった場

合の⑤は公表しない。 

⑥、⑦及び⑧は、契約

を締結した場合に限り

公表する。 

④のうち「参加できな

かった業者名及びその

理由」及び⑧～⑩につ

いては、簿冊により公

表する。⑨の公表は、

通常型指名競争入札及

び随意契約に限る。 

契約内容 ①受注者名及び所在地又は住  

 所 

②工事名 

③工事場所 

④工種 

⑤工事概要 

⑥工期 

⑦契約金額 

契約締結日の翌日 ⑤以外については、工

事請負台帳により公

表する。 

⑤については、設計書

（金額の記載のない

もので工事概要が記

載されているもの）又

は別に作成して公表

する。 

変更契約内

容 

①受注者名及び所在地又は住  

 所 

②工事名 

③工事場所 

④工種 

⑤工事概要 

⑥工期 

⑦契約金額 

⑧変更理由 

契約締結日の翌日 ⑤については、変更が

ある場合のみ公表 

契約状況 ①契約方式別の契約件数 

②契約方式別の契約金額 

③契約方式別の落札率の平均 

④低入札価格調査件数 

（四半期ごと） 

７月末、１０月末、１月末及び

４月末 
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別表第２（第３条関係） 

公表対象 公表内容 公表時期 備  考 

建設コンサル

タント業務等

発注見通し 

①業務名 

②履行場所 

③委託期間 

④業務概要 

⑤業種 

⑥入札及び契約の方法 

⑦発注予定時期 

（四半期単位） 

毎月（災害復旧工事に係る建設

コンサルタント業務等に関す

るもので、競争入札により速や

かに発注することを要するも

のはその都度） 

前月に公表した内容に変更が

ある場合は、翌月に変更し、公

表する。 

 

業務等競争入

札参加資格及

び業務等資格

者名簿 

①広島市の業務等競争入札

参加資格 

②広島市の業務等資格者名

簿 

資格認定日の翌日  

業務等指名基

準 

①一般財団法人広島市都市

整備公社建設コンサルタ

ント業務等競争入札取扱

要綱 

②一般財団法人広島市都市

整備公社建設コンサルタ

ント業務等競争入札取扱

要綱に定める指名基準等

の運用基準 

定めたとき  

一般競争入札

の参加資格 

①一般競争入札に付する場

合の参加資格 

①入札公表日  

公表対象業務

の予定価格等 

予定価格及び調査基準価格

又は最低制限価格 

落札決定後 落札決定を行わなか

った場合は公表しな

い。 

業務入札等の

予報 

①工事名 

②工事場所 

③開札又は見積徴取の実施

予定日時 

業者への指名の通知又は連絡

の日 

ただし、一般競争入札は入札公

表日 

 

業務入札結果

等 

①業務名 

②履行場所 

③開札又は見積徴取の実施

日時 

④入札参加者名若しくは見

積参加者名又は参加でき

なかった業者名及びその

理由 

⑤入札金額（税抜）又は見積

金額（税抜） 

⑥落札者名 

⑦契約金額（税抜） 

⑧低入札価格調査を行った

結果落札者を決定した場

①～⑥については落札決定後 

⑦については契約締結後 

⑧～⑩については、契約締結日

の翌日 

ただし、契約の相手方が決定し

なかった場合の①～⑤について

は、開札又は見積り（再度の入

札又は見積りを行った場合にあ

っては、再度の入札の開札又は

見積り）の後とし、⑨について

は、開札日（再度の入札を行っ

た場合にあっては、再度の入札

の開札日）の翌日とする。 

契約の相手方が決定し

なかった場合の⑤は予

定価格を超えた額で入

札又は見積りをした者

の入札金額又は見積金

額に限り公表する。 

入札が無効であった場

合の⑤は公表しない。 

⑥、⑦、⑧及び⑩は、

契約を締結した場合

に限り公表する。 

④のうち「参加できな

かった業者名及びそ

の理由」及び⑧～⑩に
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公表対象 公表内容 公表時期 備  考 

合のその者を落札者とし

た理由 

⑨業者選定理由 

⑩業務委託設計書 

ただし、⑦～⑩については競 

争入札の場合に限る。 

ついては、簿冊により

公表する。 

⑨の公表は、通常型指

名競争入札に限る。 
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別表第３（第４条関係） 

区    分 表 示 内 容 表 示 位 置 

契約の相手方が決定した場合 決 定 決定金額の下 

同価のため、くじ引きの実施後に契約の相手方が決定した

場合 
決定くじ 決定金額の下 

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方を決定した

場合 
決定低入 決定金額の下 

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方を決定した

場合で、同価のため、くじ引きを実施し、調査の結果契約

の相手方が決定したとき 

決定低入くじ 決定金額の下 

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方としなかっ

た場合 
不落低入 決定金額の下 

契約の相手方が決定しなかった場合 打切り 決定金額の下 

入札又は見積りが無効の場合 無効 当該金額の下 

入札又は見積りを辞退した場合 辞退 当該金額の下 

入札又は見積りを欠席した場合 不参加 当該金額の下 

入札参加資格を有することの確認を受けた者又は指名を受

けた者が、入札前に資格を喪失した場合 
資格喪失 当該金額の下 

 

 


